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自転車等の紛失についてのフローチャート

自転車等がなくなった！

二輪車の許可シール（自転車の
場合は届出シール）を貼ってい

た。

学生便覧、本学HP等で二輪車
登録制度を確認の上、警察署に
盗難届を出してください。

長期間、止めていた。

周辺を確認した。

年１回（９月頃）の放置自転車
キャンペーンで放置自転車等と
して撤去された可能性がありま

す。

※放置自転車リストに載った自転車等は、警察署で所有者不明が確認されしだい処分されます。

通行の障害になっていた場合、
交通整理員等が数メートルほど
移動した可能性があります。

所属部局の事務を通じて、各駐
輪場の監守部局の放置自転車
リストに載っていないか確認して

ください（※）。

警察署に盗難届を出してください。

周辺を確認しても見つからなけ
れば・・・

放置自転車リストになければ・・・




